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防 衛 省 訓 令 第 ５ ３ 号

防 衛 省 設 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 １ ９ 年 法

律 第 ８ ０ 号 ） の 施 行 に 伴 い 、 防 衛 省 内 部 部 局 の 内 部 組 織

に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 １ ９ 年 ８ 月 ２ ５ 日

防 衛 大 臣 小 池 百 合 子

防 衛 省 本 省 の 内 部 部 局 の 内 部 組 織 に 関 す る 訓 令

改 正 平 成 20年 3月 31日 省 訓 第 27号 平 成 28年 3月 31日 省 訓 第 34号

平 成 20年 6月 27日 省 訓 第 40号 平 成 28年 3月 31日 省 訓 第 37号

平 成 20年 12月 26日 省 訓 第 55号 平 成 28年 9月 7日 省 訓 第 54号

平 成 21年 3月 27日 省 訓 第 22号 平 成 29年 3月 31日 省 訓 第 28号

平 成 21年 7月 29日 省 訓 第 48号 平 成 29年 8月 9日 省 訓 第 50号

平 成 21年 10月 22日 省 訓 第 60号 平 成 30年 3月 30日 省 訓 第 26号

平 成 22年 3月 25日 省 訓 第 ８ 号 平 成 30年 12月 27日 省 訓 第 47号

平 成 22年 4月 1日 省 訓 第 15号 平 成 31年 3月 29日 省 訓 第 18号

平 成 22年 6月 30日 省 訓 第 29号 令 和 2年 3月 30日 省 訓 第 19号

平 成 23年 4月 1日 省 訓 第 16号 令 和 2年 6月 29日 省 訓 第 37号

平 成 24年 4月 6日 省 訓 第 15号 令 和 2年 6月 30日 省 訓 第 44号

平 成 24年 7月 11日 省 訓 第 26号 令 和 3年 3月 31日 省 訓 第 18号

平 成 25年 5月 16日 省 訓 第 33号 令 和 3年 6月 30日 省 訓 第 32号

平 成 26年 3月 24日 省 訓 第 10号 令 和 3年 8月 26日 省 訓 第 52号

平 成 26年 3月 31日 省 訓 第 22号 令 和 4年 3月 31日 省 訓 第 43号

平 成 26年 7月 24日 省 訓 第 40号 令 和 4年 5月 30日 省 訓 第 54号

ｱ平 成 26年 7月 31日 省 訓 第 60号 令 和 5年 3月 31日 省 訓 第 38号

平 成 27年 3月 30日 省 訓 第 ９ 号 令 和 5年 6月 29日 省 訓 第 56号

ｱ平 成 27年 4月 10日 省 訓 第 20号 令 和 5年 7月 27日 省 訓 第 74号

平 成 27年 10月 1日 省 訓 第 39号 令 和 6年 3月 29日 省 訓 第 50号

平 成 28年 1月 29日 省 訓 第 ３ 号 令 和 6年 6月 27日 省 訓 第 266号

防 衛 省 本 省 内 部 部 局 の 内 部 組 織 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 １
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８ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ８ ９ 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。

目 次

第 １ 章 総 則 （ 第 １ 条 ・ 第 ２ 条 ）

第 ２ 章 大 臣 官 房 （ 第 ３ 条 － 第 １ ０ 条 ）

第 ３ 章 防 衛 政 策 局 （ 第 １ １ 条 － 第 ２ ０ 条 ）

第 ４ 章 整 備 計 画 局 （ 第 ２ １ 条 － 第 ２ ６ 条 ）

第 ５ 章 人 事 教 育 局 （ 第 ２ ７ 条 － 第 ３ ２ 条 ）

第 ６ 章 地 方 協 力 局 （ 第 ３ ３ 条 － 第 ４ ０ 条 ）

第 ７ 章 室 長 等 （ 第 ４ １ 条 － 第 ４ ５ 条 ）

第 ８ 章 雑 則 （ 第 ４ ６ 条 ）

附 則

第 １ 章 総 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 防 衛 省 の 大 臣 官 房 に 置 か れ る 職 （

防 衛 省 組 織 令 （ 昭 和 ２ ９ 年 政 令 第 １ ７ ８ 号 ） 第 １ ０ 条

の ３ 及 び 第 １ ０ 条 の ４ に 規 定 す る 職 を 除 く 。 ） の 職 制

並 び に 大 臣 官 房 及 び 各 局 に 置 か れ る 各 課 （ 以 下 「 各 課

」 と い う 。 ） の 内 部 組 織 並 び に 訟 務 管 理 官 、 防 衛 政 策
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局 に 置 か れ る 参 事 官 、 建 設 制 度 官 、 施 設 整 備 官 、 提 供

施 設 計 画 官 、 服 務 管 理 官 及 び 衛 生 官 （ 以 下 「 訟 務 管 理

官 等 」 と い う 。 ） の 監 督 の 下 に 置 か れ る 職 の 職 制 を 定

め る も の と す る 。

（ 部 員 ）

第 ２ 条 大 臣 官 房 若 し く は 各 課 に 、 又 は 訟 務 管 理 官 等 の

下 に 、 別 に 定 め る 定 数 の 部 員 を 置 く 。

２ 部 員 （ こ の 訓 令 に 定 め る 職 に 充 て る も の を 除 く 。 ）

の 職 務 は 、 当 該 部 員 を 監 督 す る 課 長 、 訟 務 管 理 官 等 が

そ れ ぞ れ そ の 所 属 す る 大 臣 官 房 又 は 局 の 長 の 承 認 を 得

て 定 め る 。

第 ２ 章 大 臣 官 房

（ サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 特 別 分 析 官 ）

第 ３ 条 大 臣 官 房 に 、 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 特 別 分 析 官

１ 人 を 置 く 。

２ サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 特 別 分 析 官 は 、 命 を 受 け て 、

サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ に つ い て 、 極 め て 高 度 の 専 門 的

な 知 識 経 験 に 基 づ く 情 報 の 収 集 及 び 分 析 を 行 う こ と に
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よ り 、 防 衛 省 の サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 政 策 の

企 画 及 び 立 案 の 支 援 を 行 う 。

（ 総 括 企 画 官 及 び 企 画 官 ）

第 ３ 条 の ２ 大 臣 官 房 に 、 総 括 企 画 官 １ 人 及 び 企 画 官 １

５ 人 を 置 く 。

２ 総 括 企 画 官 は 、 大 臣 官 房 長 （ 以 下 「 官 房 長 」 と い う 。

） の 命 を 受 け 、 防 衛 省 の 所 掌 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門

的 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る と と

も に 、 企 画 官 の 事 務 を 総 括 す る 。

３ 企 画 官 は 、 官 房 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 の 所 掌 事 務 の

う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立

案 に 参 画 す る 。

（ 秘 書 課 ）

第 ４ 条 秘 書 課 に 、 次 の １ ７ 係 並 び に 人 事 問 題 調 査 分 析

官 １ 人 、 人 事 調 整 官 １ 人 、 防 衛 大 臣 副 官 １ 人 、 防 衛 副

大 臣 副 官 １ 人 、 防 衛 大 臣 政 務 官 副 官 ２ 人 、 事 務 次 官 副

官 １ 人 及 び 防 衛 審 議 官 副 官 １ 人 を 置 く 。

秘 書 第 １ 係
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秘 書 第 ２ 係

庶 務 係

人 事 企 画 係

任 用 第 １ 係

任 用 第 ２ 係

任 用 第 ３ 係

任 用 第 ４ 係

任 用 第 ５ 係

任 用 第 ６ 係

人 事 管 理 係

国 際 係

給 与 第 １ 係

給 与 第 ２ 係

試 験 企 画 係

雇 用 管 理 第 １ 係

雇 用 管 理 第 ２ 係

２ 人 事 問 題 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組

織 令 第 １ ２ 条 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 事 務 に 関
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す る 政 策 の 企 画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、 高 度 の 専 門

的 な 知 識 経 験 に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 に 従

事 す る 。

３ 人 事 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 １

２ 条 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 事 務 に つ い て の 重

要 な 専 門 的 事 項 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

（ 文 書 課 ）

第 ５ 条 文 書 課 に 、 次 の ２ 室 、 国 会 班 及 び 次 の ６ 係 並 び

に 防 衛 省 図 書 館 （ 以 下 「 図 書 館 」 と い う 。 ） 並 び に 防

衛 法 制 調 査 分 析 官 １ 人 、 法 令 審 査 官 １ 人 、 情 報 公 開 査

察 官 １ 人 、 総 務 企 画 官 １ 人 及 び 国 会 担 当 連 絡 調 整 官 １

人 を 置 く 。

公 文 書 監 理 室

企 画 調 整 室

審 査 第 １ 係

審 査 第 ２ 係

審 査 第 ３ 係

審 査 第 ４ 係
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審 査 第 ５ 係

公 益 通 報 係

２ 公 文 書 監 理 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 １ ３ 条 第 ３ 号 か ら

第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る と と も に 、 公 文

書 監 理 官 を 助 け 、 そ の 事 務 を 整 理 す る 。

３ 公 文 書 監 理 室 に 、 次 の ３ 班 を 置 く 。

総 括 班

行 政 文 書 ・ 個 人 情 報 開 示 実 施 班

行 政 文 書 ・ 個 人 情 報 開 示 調 整 班

４ 公 文 書 監 理 室 総 括 班 に 、 次 の ３ 係 を 置 く 。

企 画 係

文 書 管 理 係

デ ジ タ ル 管 理 係

５ 公 文 書 監 理 室 行 政 文 書 ・ 個 人 情 報 開 示 実 施 班 に 、 開

示 実 施 調 整 係 並 び に 開 示 実 施 審 査 専 門 官 １ 人 、 開 示 実

施 調 整 専 門 官 １ 人 及 び 開 示 実 施 専 門 官 ６ 人 を 置 く 。

６ 公 文 書 監 理 室 行 政 文 書 ・ 個 人 情 報 開 示 調 整 班 に 、 開

示 調 整 係 及 び 開 示 調 整 専 門 官 １ 人 を 置 く 。
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７ 企 画 調 整 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 １ ３ 条 第 ６ 号 、 第 ９

号 及 び 第 １ １ 号 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

８ 企 画 調 整 室 に 、 総 務 係 を 置 く 。

９ 国 会 班 に 、 次 の ５ 係 を 置 く 。

国 会 第 １ 係

国 会 第 ２ 係

調 査 係

資 料 第 １ 係

資 料 第 ２ 係

１ ０ 防 衛 法 制 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省

組 織 令 第 １ ３ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 政 策 の 企

画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、 高 度 の 専 門 的 な 知 識 経 験

に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

１ １ 法 令 審 査 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 法 令 案 の 作 成 に

関 す る 事 務 及 び 防 衛 省 組 織 令 第 １ ３ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る

事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の 企 画 及 び 立 案 を 行

う と と も に 、 同 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 務 を 総

括 す る 。
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１ ２ 情 報 公 開 査 察 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 の 保

有 す る 行 政 文 書 の 開 示 の 請 求 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「

開 示 請 求 」 と い う 。 ） に つ い て 、 当 該 請 求 に 係 る 行 政

文 書 を 保 有 し て い な い こ と を 理 由 と す る 不 開 示 決 定 が

な さ れ た 場 合 に 関 係 部 局 に お け る 行 政 文 書 の 管 理 状 態

に つ い て 査 察 を 行 う ほ か 、 課 長 の 命 を 受 け 、 開 示 請 求

を し た 者 の 個 人 に 関 す る 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 検 査 に

係 る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の 企 画 及 び 立 案

を 行 う と と も に 、 当 該 事 務 を 総 括 す る 。

１ ３ 総 務 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第

１ ３ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ

い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

１ ４ 国 会 担 当 連 絡 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省

組 織 令 第 １ ３ 条 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 務 の 調 整 に 従 事 す る 。

１ ５ 図 書 館 は 、 防 衛 省 図 書 館 の 所 掌 事 務 及 び 運 営 に 関

す る 訓 令 （ 昭 和 ３ １ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ６ ５ 号 ） 第 １ 条 に

規 定 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

１ ６ 図 書 館 を 国 立 国 会 図 書 館 支 部 防 衛 省 図 書 館 と す る 。
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１ ７ 図 書 館 に 、 図 書 館 長 を 置 く 。

１ ８ 図 書 館 長 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 館 務 を 掌 理 す る 。

１ ９ 図 書 館 に 、 次 の ３ 係 並 び に 図 書 館 長 補 佐 １ 人 及 び

図 書 整 理 主 任 １ 人 を 置 く 。

運 営 係

整 理 係

閲 覧 係

（ 企 画 評 価 課 ）

第 ６ 条 企 画 評 価 課 に 、 次 の ５ 班 及 び 政 策 評 価 調 査 分 析

官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

総 合 政 策 班

業 務 改 革 班

機 構 定 員 班

評 価 班

２ 機 構 定 員 班 に 、 次 の ３ 係 を 置 く 。

機 構 定 員 第 １ 係

機 構 定 員 第 ２ 係
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機 構 定 員 第 ３ 係

３ 政 策 評 価 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組

織 令 第 １ ３ 条 の ２ 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 務 に 関 す る 政 策 の

企 画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、 高 度 の 専 門 的 な 知 識 経

験 に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

（ 広 報 課 ）

第 ７ 条 広 報 課 に 、 報 道 室 及 び 次 の ４ 班 を 置 く 。

総 括 班

企 画 調 整 班

事 業 班

国 際 広 報 班

２ 報 道 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 発 表 、 記 者 会 見 そ の 他 報 道 に 関 す る こ と （ 外 国 の

報 道 機 関 に 対 す る も の を 除 く 。 ） 。

⑵ 報 道 関 係 資 料 の 収 集 及 び 整 理 に 関 す る こ と （ 外 国

の 報 道 関 係 資 料 に 関 す る も の を 除 く 。 ） 。

３ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

４ 事 業 班 に 、 記 念 館 専 門 官 １ 人 を 置 く 。
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５ 国 際 広 報 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

国 際 広 報 第 １ 係

国 際 広 報 第 ２ 係

（ 会 計 課 ）

第 ８ 条 会 計 課 に 、 庁 舎 管 理 室 、 次 の ７ 班 及 び 車 庫 並 び

に 防 衛 会 計 問 題 調 査 分 析 官 １ 人 、 会 計 管 理 官 １ 人 及 び

会 計 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

管 理 班

予 算 総 括 班

自 衛 隊 予 算 班

機 関 等 予 算 班

支 出 班

予 算 執 行 ・ 制 度 班

２ 庁 舎 管 理 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 １ ５ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

行 政 財 産 に 関 す る こ と 。

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 １ ５ 条 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 に 掲 げ る
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事 務

３ 庁 舎 管 理 室 に 、 次 の ２ 班 及 び 庁 舎 管 理 専 門 官 １ 人 を

置 く 。

警 備 班

施 設 管 理 班

４ 庁 舎 管 理 室 警 備 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

警 備 第 １ 係

警 備 第 ２ 係

５ 庁 舎 管 理 室 施 設 管 理 班 に 、 次 の ５ 係 を 置 く 。

施 設 管 理 係

電 気 設 備 係

機 械 設 備 係

給 排 水 設 備 係

営 繕 係

６ 総 括 班 に 、 次 の ３ 係 及 び 調 整 主 任 １ 人 を 置 く 。

総 括 係

企 画 ・ 制 度 第 １ 係

企 画 ・ 制 度 第 ２ 係
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７ 管 理 班 に 、 次 の ５ 係 及 び 契 約 専 門 官 ２ 人 を 置 く 。

庶 務 係

経 理 係

契 約 係

原 価 計 算 係

物 品 管 理 係

８ 予 算 総 括 班 に 、 次 の ４ 係 を 置 く 。

予 算 総 括 係

予 算 シ ス テ ム 係

資 金 係

経 理 係

９ 自 衛 隊 予 算 班 に 、 次 の ４ 係 を 置 く 。

自 衛 隊 予 算 第 １ 係

自 衛 隊 予 算 第 ３ 係

自 衛 隊 予 算 第 ４ 係

自 衛 隊 予 算 第 ５ 係

１ ０ 機 関 等 予 算 班 に 、 次 の ４ 係 を 置 く 。

機 関 等 予 算 第 １ 係
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機 関 等 予 算 第 ２ 係

機 関 等 予 算 第 ３ 係

機 関 等 予 算 第 ４ 係

１ １ 支 出 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

出 納 係

給 与 係

１ ２ 予 算 執 行 ・ 制 度 班 に 、 次 の ４ 係 及 び 企 画 ・ 制 度 専

門 官 を 置 く 。

執 行 調 査 係

決 算 係

財 務 分 析 係

企 画 ・ 制 度 係

１ ３ 車 庫 に 、 次 の ４ 組 を 置 く 。

第 １ 組

第 ２ 組

第 ３ 組

第 ４ 組

１ ４ 防 衛 会 計 問 題 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 公
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会 計 制 度 に 関 す る 政 策 の 企 画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、

高 度 の 専 門 的 な 知 識 経 験 に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す

る 事 務 に 従 事 す る 。

１ ５ 会 計 管 理 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第

１ ５ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 を 処

理 す る 。

１ ６ 会 計 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第

１ ５ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ

い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

（ 監 査 課 ）

第 ９ 条 監 査 課 に 、 会 計 監 査 室 及 び 装 備 監 査 係 並 び に 装

備 監 査 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

２ 会 計 監 査 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 １ ６ 条 第 １ 号 、 第 ３

号 及 び 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

３ 会 計 監 査 室 に 、 次 の ２ 班 及 び 会 計 監 査 専 門 官 ２ 人 を

置 く 。

会 計 監 査 企 画 班

施 設 等 会 計 監 査 班
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（ 訟 務 管 理 官 ）

第 １ ０ 条 訟 務 管 理 官 の 下 に 、 次 の ３ 班 及 び 訟 務 調 整 官

１ 人 を 置 く 。

企 画 班

訟 務 第 １ 班

訟 務 第 ２ 班

２ 企 画 班 に 、 調 査 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

３ 訟 務 第 １ 班 に 、 訟 務 専 門 官 ２ 人 を 置 く 。

４ 訟 務 第 ２ 班 に 、 訟 務 専 門 官 ２ 人 を 置 く 。

５ 訟 務 調 整 官 は 、 訟 務 管 理 官 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織

令 第 １ ７ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 務 を 総 括 す る 。

第 ３ 章 防 衛 政 策 局

（ 防 衛 政 策 課 ）

第 １ １ 条 防 衛 政 策 課 に 、 次 の ３ 班 並 び に 防 衛 政 策 企 画

官 １ 人 、 企 画 官 １ 人 及 び 防 衛 調 整 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

企 画 第 １ 班

企 画 第 ２ 班
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２ 総 括 班 に 、 次 の ２ 係 及 び 情 報 管 理 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

庶 務 係

総 括 係

３ 防 衛 政 策 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令

第 １ ９ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て

の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る と と も に 、 同 条 第 １

号 に 掲 げ る 事 務 を 総 括 す る 。

４ 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 １ ９ 条

に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の 調 査 、

企 画 及 び 立 案 に 関 す る 事 務 に 参 画 す る 。

５ 防 衛 調 整 官 は 、 自 衛 官 を も っ て 充 て る 。

６ 防 衛 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 １

９ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の 調

査 、 企 画 及 び 立 案 に 関 し 、 隊 務 に 関 す る 専 門 的 見 地 か

ら 助 言 を 行 う 。

（ 日 米 防 衛 協 力 課 ）

第 １ ２ 条 日 米 防 衛 協 力 課 に 、 次 の ５ 班 並 び に 日 米 安 全

保 障 防 衛 協 力 企 画 官 １ 人 、 日 米 同 盟 調 整 企 画 官 １ 人 及
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び 弾 道 ミ サ イ ル 防 衛 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

調 整 班

防 衛 協 力 班

同 盟 管 理 班

米 軍 再 編 班

２ 総 括 班 に 、 総 括 係 及 び 日 米 防 衛 協 力 専 門 官 １ 人 を 置

く 。

３ 調 整 班 に 、 資 料 係 及 び 日 米 防 衛 協 力 専 門 官 １ 人 を 置

く 。

４ 防 衛 協 力 班 に 、 日 米 防 衛 協 力 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

５ 米 軍 再 編 班 に 、 米 軍 再 編 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

６ 日 米 安 全 保 障 防 衛 協 力 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、

防 衛 省 組 織 令 第 ２ ０ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な

専 門 的 事 項 （ 日 米 同 盟 調 整 企 画 官 の 所 掌 に 属 す る も の

を 除 く 。 ） に つ い て の 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

７ 日 米 同 盟 調 整 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組

織 令 第 ２ ０ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 日 米 防 衛 協 力 の
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た め の 指 針 の 実 効 性 確 保 に 関 す る 重 要 な 専 門 的 事 項 に

つ い て の 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

（ 国 際 政 策 課 ）

第 １ ３ 条 国 際 政 策 課 に 、 次 の ３ 室 及 び ５ 班 並 び に 国 際

政 策 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

防 衛 協 力 制 度 企 画 室

日 豪 防 衛 協 力 推 進 室

渉 外 室

総 括 班

地 域 政 策 第 １ 班

地 域 政 策 第 ２ 班

地 域 政 策 第 ３ 班

軍 備 管 理 ・ 軍 縮 班

２ 防 衛 協 力 制 度 企 画 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ １ 条 に 規

定 す る 事 務 の う ち 、 制 度 及 び 総 合 的 な 政 策 の 企 画 及 び

立 案 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

３ 日 豪 防 衛 協 力 推 進 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ １ 条 に 規

定 す る 事 務 の う ち 、 日 豪 防 衛 協 力 に 関 す る 総 合 的 な 政
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策 の 企 画 及 び 立 案 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

４ 渉 外 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 防 衛 省 の 所 掌 事 務 に 係 る 国 際 機 関 、 外 国 の 行 政 機

関 そ の 他 の 関 係 機 関 に 関 す る 事 務 に つ い て の 関 係 部

局 及 び 機 関 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

⑵ 外 国 の 賓 客 等 の 接 遇 に 関 す る こ と 。

⑶ 防 衛 省 の 職 員 の 海 外 出 張 に 関 す る こ と 。

５ 渉 外 室 に 、 翻 訳 官 １ 人 を 置 く 。

６ 国 際 政 策 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令

第 ２ １ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に

つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

（ 運 用 政 策 課 ）

第 １ ４ 条 運 用 政 策 課 に 、 次 の ５ 班 を 置 く 。

総 括 班

国 際 法 規 研 究 班

事 態 対 処 制 度 班

共 同 運 用 班

国 際 運 用 制 度 班
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２ 総 括 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

総 括 係

庶 務 係

３ 国 際 法 規 研 究 班 に 、 国 際 法 規 研 究 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

４ 事 態 対 処 制 度 班 に 、 災 害 対 策 法 制 ・ 国 民 保 護 措 置 計

画 制 度 係 を 置 く 。

５ 国 際 運 用 制 度 班 に 、 国 際 運 用 制 度 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

（ 運 用 基 盤 課 ）

第 １ ５ 条 運 用 基 盤 課 に 、 次 の ２ 班 及 び 総 括 主 任 １ 人 を

置 く 。

運 用 支 援 班

基 盤 計 画 班

２ 運 用 支 援 班 に 、 運 用 支 援 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

（ 調 査 課 ）

第 １ ６ 条 調 査 課 に 、 次 の ４ 室 及 び ３ 班 並 び に 国 際 問 題

調 査 分 析 官 １ 人 、 経 済 安 全 保 障 情 報 企 画 官 １ 人 及 び グ

ロ ー バ ル 戦 略 情 報 官 １ 人 を 置 く 。

情 報 運 用 企 画 室
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戦 略 情 報 分 析 室

情 報 保 全 企 画 室

調 査 企 画 室

総 括 班

情 報 機 能 強 化 班

情 報 戦 対 応 班

２ 情 報 運 用 企 画 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ４ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

情 報 の 収 集 整 理 に 関 す る 総 合 的 な 政 策 （ 情 報 本 部 が

行 う 情 報 の 収 集 整 理 に 関 す る も の に 限 る 。 ） の 立 案

に 関 す る こ と 。

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ４ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務

３ 情 報 運 用 企 画 室 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。

総 括 班

企 画 班

４ 情 報 運 用 企 画 室 企 画 班 に サ イ バ ー 安 全 保 障 企 画 係 を

置 く 。

５ 戦 略 情 報 分 析 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ４ 条 第 １ 号 に
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掲 げ る 事 務 の う ち 、 国 外 情 報 の 収 集 整 理 に 関 す る 事 務

（ 防 衛 の 基 本 等 に 関 す る 事 務 に 必 要 な 情 報 の 収 集 整 理

に 関 す る 総 合 的 な 政 策 の 立 案 並 び に 陸 上 自 衛 隊 、 海 上

自 衛 隊 、 航 空 自 衛 隊 及 び 情 報 本 部 が 行 う 情 報 の 収 集 整

理 の 調 整 に 関 す る こ と を 除 く 。 ） を つ か さ ど る 。

６ 戦 略 情 報 分 析 室 に 、 次 の ３ 班 を 置 く 。

総 括 班

地 域 情 勢 班

グ ロ ー バ ル 情 勢 班

７ 戦 略 情 報 分 析 室 総 括 班 に 、 情 報 調 査 管 理 専 門 官 １ 人

を 置 く 。

８ 戦 略 情 報 分 析 室 地 域 情 勢 班 に 、 情 報 調 査 管 理 専 門 官

２ 人 を 置 く 。

９ 戦 略 情 報 分 析 室 グ ロ ー バ ル 情 勢 班 に 、 情 報 調 査 管 理

専 門 官 １ 人 を 置 く 。

１ ０ 情 報 保 全 企 画 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ４ 条 第 １ 号

に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 国 内 情 報 の 収 集 整 理 に 関 す る 事

務 及 び 同 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。
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１ １ 情 報 保 全 企 画 室 に 、 次 の ３ 班 を 置 く 。

総 括 企 画 班

保 全 制 度 班

カ ウ ン タ ー イ ン テ リ ジ ェ ン ス 班

１ ２ 情 報 保 全 企 画 室 総 括 企 画 班 に 、 適 格 性 管 理 専 門 官

１ 人 を 置 く 。

１ ３ 調 査 企 画 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ４ 条 第 １ 号 に 掲

げ る 事 務 の う ち 、 人 的 情 報 の 収 集 整 理 に 関 す る 事 務 を

つ か さ ど る 。

１ ４ 調 査 企 画 室 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。

総 括 企 画 班

情 報 協 力 ・ 管 理 班

１ ５ 調 査 企 画 室 総 括 企 画 班 に 、 情 報 調 査 専 門 官 ２ 人 を

置 く 。

１ ６ 調 査 企 画 室 情 報 協 力 ・ 管 理 班 に 資 料 係 及 び 情 報 調

査 専 門 官 ３ 人 を 置 く

１ ７ 総 括 班 に 、 調 整 係 を 置 く 。

１ ８ 情 報 戦 対 応 班 に 、 情 報 戦 対 応 係 を 置 く 。
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１ ９ 国 際 問 題 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省

組 織 令 第 ２ ４ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 情 報 の 収

集 整 理 に 関 す る 政 策 の 企 画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、

高 度 の 専 門 的 な 知 識 経 験 に 基 づ く 情 報 の 収 集 整 理 に 関

す る 事 務 に 従 事 す る 。

２ ０ 経 済 安 全 保 障 情 報 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防

衛 省 組 織 令 第 ２ ４ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 務 の

う ち 、 経 済 に 関 す る 安 全 保 障 上 の 課 題 に 関 す る 重 要 な

専 門 的 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

２ １ グ ロ ー バ ル 戦 略 情 報 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛

省 組 織 令 第 ２ ４ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要

な 専 門 的 事 項 （ 経 済 安 全 保 障 情 報 企 画 官 の 所 掌 に 属 す

る も の を 除 く 。 ） に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参

画 す る 。

（ 参 事 官 ）

第 １ ７ 条 参 事 官 ３ 人 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５ 条 各 号 に

掲 げ る 事 務 の い ず れ か を 分 掌 す る 。

第 １ ８ 条 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５ 条 第 １ 号 、 第 ４ 号 及 び 第
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６ 号 の 事 務 を 所 掌 す る 参 事 官 の 下 に 、 次 の ５ 班 並 び に

戦 略 環 境 調 査 分 析 官 １ 人 、 グ ロ ー バ ル 戦 略 企 画 官 １ 人

及 び 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

戦 略 第 １ 班

戦 略 第 ２ 班

戦 略 第 ３ 班

抑 止 戦 略 班

２ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

３ 戦 略 第 １ 班 に 、 企 画 主 任 ２ 人 及 び 国 際 環 境 改 善 主 任

１ 人 を 置 く 。

４ 戦 略 第 ３ 班 に 、 企 画 主 任 １ 人 を 置 く 。

５ 戦 略 環 境 調 査 分 析 官 は 、 参 事 官 の 命 を 受 け 、 防 衛 及

び 警 備 に 関 す る 中 期 的 な 見 地 か ら の 政 策 の 企 画 及 び 立

案 並 び に 推 進 を 支 援 す る た め 、 高 度 の 専 門 的 な 知 識 経

験 に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

６ グ ロ ー バ ル 戦 略 企 画 官 は 、 参 事 官 の 命 を 受 け 、 防 衛

省 組 織 令 第 ２ ５ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 重 要 な
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専 門 的 事 項 に つ い て の 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

７ 企 画 官 は 、 参 事 官 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５

条 第 １ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 重

要 な 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 関 す る 業 務

に 参 画 す る 。

第 １ ９ 条 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５ 条 第 ２ 号 及 び 第 ５ 号 の 事

務 を 所 掌 す る 参 事 官 の 下 に 、 訓 練 企 画 室 及 び 次 の ２ 班

を 置 く 。

総 括 班

抑 止 企 画 班

２ 訓 練 企 画 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５ 条 第 ５ 号 に 掲 げ

る 事 務 の う ち 、 部 隊 訓 練 の 企 画 及 び 立 案 に 関 す る 事 務

を つ か さ ど る 。

３ 訓 練 企 画 室 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。

企 画 班

国 際 班

４ 抑 止 企 画 班 に 、 Ｆ Ｄ Ｏ 研 究 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

第 ２ ０ 条 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５ 条 第 ３ 号 の 事 務 を 所 掌 す
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る 参 事 官 の 下 に 、 国 際 安 全 保 障 政 策 室 及 び 次 の ３ 班 並

び に 国 際 政 策 調 査 分 析 官 １ 人 及 び イ ン ド 太 平 洋 地 域 協

力 企 画 官 １ 人 及 び 女 性 ・ 平 和 ・ 安 全 保 障 （ Ｗ Ｐ Ｓ ） 国

際 連 携 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

地 域 政 策 第 １ 班

地 域 政 策 第 ２ 班

能 力 構 築 支 援 班

２ 国 際 安 全 保 障 政 策 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５ 条 第 ３

号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 総 合 的 な 政 策 の 企 画 及 び 立 案

に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

３ 国 際 政 策 調 査 分 析 官 は 、 参 事 官 の 命 を 受 け 、 防 衛 省

組 織 令 第 ２ ５ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 政 策 の 企

画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、 高 度 の 専 門 的 な 知 識 経 験

に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

４ イ ン ド 太 平 洋 地 域 協 力 企 画 官 は 、 参 事 官 の 命 を 受 け 、

防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 イ

ン ド 太 平 洋 地 域 に 係 る 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て の 調

査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。
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５ 女 性 ・ 平 和 ・ 安 全 保 障 （ Ｗ Ｐ Ｓ ） 国 際 連 携 企 画 官 は 、

参 事 官 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ５ 条 第 ３ 号 に 掲

げ る 事 務 の う ち 、 女 性 ・ 平 和 ・ 安 全 保 障 に 係 る 重 要 な

専 門 的 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

第 ４ 章 整 備 計 画 局

（ 防 衛 計 画 課 ）

第 ２ １ 条 防 衛 計 画 課 に 、 次 の ２ 室 及 び ７ 班 並 び に 防 衛

力 整 備 計 画 官 １ 人 及 び 防 衛 能 力 評 価 官 １ 人 を 置 く 。

体 制 移 行 室

早 期 装 備 化 推 進 室

総 括 班

業 務 計 画 第 １ 班

業 務 計 画 第 ２ 班

業 務 計 画 第 ３ 班

業 務 計 画 第 ４ 班

防 衛 能 力 分 析 班

防 衛 力 整 備 計 画 班

２ 体 制 移 行 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ７ 条 第 ２ 号 に 掲 げ
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る 事 務 の う ち 、 自 衛 隊 の 体 制 移 行 に 関 す る 事 務 を つ か

さ ど る 。

３ 早 期 装 備 化 推 進 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ２ ７ 条 第 ２ 号

に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 装 備 品 等 の 早 期 装 備 化 に つ い て

の 企 画 及 び 立 案 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

４ 早 期 装 備 化 推 進 室 に 、 実 証 事 業 企 画 専 門 官 １ 人 を 置

く 。

５ 総 括 班 に 、 総 括 係 及 び 情 報 管 理 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

６ 業 務 計 画 第 １ 班 に 、 業 務 計 画 第 １ 係 を 置 く 。

７ 業 務 計 画 第 ２ 班 に 、 業 務 計 画 第 ２ 係 を 置 く 。

８ 業 務 計 画 第 ３ 班 に 、 業 務 計 画 第 ３ 係 及 び 次 期 戦 闘 機

検 討 係 を 置 く 。

９ 業 務 計 画 第 ４ 班 に 、 業 務 計 画 第 ４ 係 を 置 く 。

１ ０ 防 衛 能 力 分 析 班 に 、 上 席 主 任 研 究 官 １ 人 及 び 主 任

研 究 官 ４ 人 を 置 く 。

１ １ 上 席 主 任 研 究 官 は 、 班 長 の 命 を 受 け 、 統 合 防 衛 能

力 の 分 析 評 価 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る と と も に 、 陸 上

自 衛 隊 、 海 上 自 衛 隊 及 び 航 空 自 衛 隊 に 係 る 防 衛 能 力 の
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分 析 評 価 の 調 整 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

１ ２ 主 任 研 究 官 は 、 班 長 の 命 を 受 け 、 課 長 の 定 め る 研

究 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

１ ３ 防 衛 力 整 備 計 画 班 に 、 計 画 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

１ ４ 防 衛 力 整 備 計 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組

織 令 第 ２ ７ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 防 衛 能 力 の 分 析

評 価 に 基 づ く 防 衛 力 の 整 備 及 び 防 衛 力 の 整 備 に 関 す る

中 長 期 的 な 計 画 に つ い て の 重 要 な 専 門 的 事 項 に 関 す る

事 務 を 総 括 す る 。

１ ５ 防 衛 能 力 評 価 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織

令 第 ２ ７ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 に つ い て の 重 要 な 専 門

的 事 項 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

（ サ イ バ ー 整 備 課 ）

第 ２ ２ 条 サ イ バ ー 整 備 課 に 、 次 の ８ 班 及 び サ イ バ ー 調

査 分 析 官 １ 人 を 置 く 。

サ イ バ ー 戦 略 班

サ イ バ ー 企 画 班

研 究 班
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デ ジ タ ル 化 推 進 班

リ ス ク 管 理 推 進 班

事 案 対 処 班

Ａ Ｉ 企 画 班

電 磁 波 企 画 班

２ 研 究 班 に 、 国 際 連 携 係 及 び サ イ バ ー 人 材 確 保 専 門 官

１ 人 を 置 く 。

３ デ ジ タ ル 化 推 進 班 に 、 情 報 通 信 形 態 管 理 専 門 官 １ 人

及 び デ ジ タ ル 化 推 進 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

４ リ ス ク 管 理 推 進 班 に 、 情 報 保 証 専 門 官 ２ 人 を 置 く 。

５ 電 磁 波 企 画 班 に 、 電 波 監 理 主 任 １ 人 を 置 く 。

６ サ イ バ ー 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組

織 令 第 ２ ８ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 情 報 シ ス テ

ム の サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 に 関 す る 企 画 及 び 立

案 を 支 援 す る た め 、 高 度 の 専 門 的 な 知 識 経 験 に 基 づ く

調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

（ 施 設 計 画 課 ）

第 ２ ３ 条 施 設 計 画 課 に 、 施 設 政 策 室 及 び 次 の ３ 班 並 び
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に 防 衛 施 設 問 題 調 査 分 析 官 １ 人 、 施 設 整 備 業 務 管 理 官

１ 人 及 び 総 括 企 画 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

政 策 第 １ 班

政 策 第 ２ 班

２ 施 設 政 策 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 耐 震 対 策 、 津 波 対 策 そ の 他 の 自 衛 隊 施 設 の 基 盤 整

備 に 関 す る 政 策 の 企 画 及 び 立 案 に 関 す る こ と 。

⑵ 災 害 派 遣 及 び 国 際 平 和 協 力 業 務 に 係 る 技 術 的 支 援 、

諸 外 国 の 防 衛 当 局 と の 建 設 工 事 に 関 す る 交 流 そ の 他

の 建 設 工 事 に 関 す る 施 策 の 企 画 及 び 立 案 に 関 す る こ

と 。

３ 施 設 政 策 室 に 、 次 の ３ 班 を 置 く 。

施 設 政 策 班

施 設 企 画 班

施 設 予 算 班

４ 施 設 政 策 室 施 設 政 策 班 に 、 施 設 政 策 主 任 を 置 く 。

５ 施 設 政 策 室 施 設 企 画 班 に 、 施 設 企 画 係 を 置 く 。
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６ 施 設 政 策 室 施 設 予 算 班 に 、 施 設 予 算 係 を 置 く 。

７ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

８ 政 策 第 ２ 班 に 、 政 策 係 を 置 く 。

９ 防 衛 施 設 問 題 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛

施 設 に 関 す る 政 策 の 企 画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、 高

度 の 専 門 的 な 知 識 経 験 に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す る

事 務 に 従 事 す る 。

１ ０ 施 設 整 備 業 務 管 理 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省

組 織 令 第 ２ ９ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 効 率 的 か つ 適

正 な 施 設 整 備 業 務 の 実 施 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立

案 に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事 務 に 関 す る 調 整 に 関 す

る 事 務 を 総 括 す る 。

（ 建 設 制 度 官 ）

第 ２ ４ 条 建 設 制 度 官 の 下 に 、 次 の ３ 班 を 置 く 。

総 括 班

契 約 制 度 企 画 班

建 設 契 約 審 査 班

２ 総 括 班 に 、 総 括 主 任 を 置 く 。
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３ 契 約 制 度 企 画 班 に 、 建 設 制 度 係 を 置 く 。

４ 建 設 契 約 審 査 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

建 設 契 約 係

建 設 契 約 審 査 係

（ 施 設 整 備 官 ）

第 ２ ５ 条 施 設 整 備 官 の 下 に 、 次 の ４ 室 及 び ４ 班 並 び に

財 産 管 理 調 整 官 １ 人 、 施 設 整 備 調 整 官 １ 人 及 び 施 設 技

術 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

施 設 管 理 室

統 括 事 業 監 理 室

施 設 技 術 室

防 護 施 設 研 究 室

総 括 班

整 備 第 １ 班

整 備 第 ２ 班

整 備 第 ３ 班

２ 施 設 管 理 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲
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げ る 事 務 に 関 す る こ と 。

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

施 設 の 購 入 及 び 賃 貸 借 そ の 他 の 用 地 取 得 に 関 す る こ

と 。

⑶ 防 衛 省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

緩 衝 地 帯 の 整 備 等 に 係 る 工 事 （ 地 方 協 力 局 環 境 政 策

課 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） に 関 す る こ と 。

３ 施 設 管 理 室 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。

取 得 調 整 班

行 政 財 産 管 理 班

４ 施 設 管 理 室 取 得 調 整 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

取 得 調 整 第 １ 係

取 得 調 整 第 ２ 係

５ 施 設 管 理 室 行 政 財 産 管 理 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

行 政 財 産 管 理 第 １ 係

行 政 財 産 管 理 第 ２ 係

６ 統 括 事 業 監 理 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 ９ 号 に

掲 げ る 事 務 の う ち 、 建 設 工 事 の 一 元 的 な 管 理 を 行 う 事
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業 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

７ 統 括 事 業 監 理 室 に 、 次 の ３ 班 を 置 く 。

統 括 事 業 監 理 班

執 行 計 画 班

事 業 監 理 班

８ 統 括 事 業 監 理 室 統 括 事 業 監 理 班 に 、 統 括 事 業 監 理 係

を 置 く 。

９ 統 括 事 業 監 理 班 事 業 監 理 班 に 、 次 の ４ 係 を 置 く 。

北 海 道 ・ 東 北 担 当 係

北 関 東 ・ 南 関 東 担 当 係

近 畿 中 部 ・ 中 国 四 国 担 当 係

九 州 ・ 沖 縄 担 当 係

１ ０ 施 設 技 術 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 ４ 号 、 第

６ 号 、 第 ７ 号 、 第 ８ 号 及 び 第 １ ０ 号 に 掲 げ る 事 務 （ 防

護 施 設 研 究 室 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） を つ か さ

ど る 。

１ １ 施 設 技 術 室 に 、 次 の ４ 班 を 置 く 。

建 築 技 術 班
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土 木 技 術 班

電 気 通 信 技 術 班

機 械 技 術 班

１ ２ 施 設 技 術 室 建 築 技 術 班 に 、 建 築 技 術 係 を 置 く 。

１ ３ 施 設 技 術 室 土 木 技 術 班 に 、 土 木 技 術 係 を 置 く 。

１ ４ 施 設 技 術 室 機 械 技 術 班 に 、 機 械 技 術 係 を 置 く 。

１ ５ 防 護 施 設 研 究 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 １ ０

号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 抗 た ん 施 設 の 建 設 工 事 に 関 す

る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

１ ６ 防 護 施 設 研 究 室 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。

防 護 施 設 調 査 班

防 護 施 設 研 究 班

１ ７ 総 括 班 に 、 事 業 監 理 係 を 置 く 。

１ ８ 整 備 第 １ 班 に 、 整 備 第 １ 係 及 び 整 備 主 任 １ 人 を 置

く 。

１ ９ 整 備 第 ２ 班 に 、 整 備 第 ３ 係 及 び 整 備 主 任 １ 人 を 置

く 。

２ ０ 財 産 管 理 調 整 官 は 、 施 設 整 備 官 の 命 を 受 け 、 防 衛
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省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 の う

ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案

に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事 務 を 総 括 す る 。

２ １ 施 設 整 備 調 整 官 は 、 施 設 整 備 官 の 命 を 受 け 、 防 衛

省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 ５ 号 、 第 ９ 号 、 第 １ １ 号 及 び 第 １

２ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て

の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事 務

を 総 括 す る 。

２ ２ 施 設 技 術 企 画 官 は 、 施 設 整 備 官 の 命 を 受 け 、 防 衛

省 組 織 令 第 ３ １ 条 第 ４ 号 、 第 ６ 号 、 第 ７ 号 、 第 ８ 号 及

び 第 １ ０ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に

つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

（ 提 供 施 設 計 画 官 ）

第 ２ ６ 条 提 供 施 設 計 画 官 の 下 に 、 再 編 施 設 整 備 室 及 び

次 の ４ 班 並 び に 環 境 影 響 評 価 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

提 供 施 設 計 画 第 １ 班

提 供 施 設 計 画 第 ２ 班
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提 供 施 設 基 準 班

２ 再 編 施 設 整 備 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ２ 条 に 規 定 す

る 事 務 の う ち 、 普 天 間 飛 行 場 の 移 設 に 関 す る 事 務 を つ

か さ ど る 。

３ 再 編 施 設 整 備 室 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。

第 １ 班

第 ２ 班

４ 再 編 施 設 整 備 室 第 １ 班 に 、 施 設 計 画 第 １ ３ 係 及 び 施

設 計 画 主 任 を 置 く 。

５ 再 編 施 設 整 備 室 第 ２ 班 に 、 施 設 計 画 第 １ １ 係 を 置 く 。

６ 提 供 施 設 計 画 第 １ 班 に 、 次 の ９ 係 及 び 施 設 計 画 主 任

４ 人 を 置 く 。

施 設 計 画 第 ３ 係

施 設 計 画 第 １ ４ 係

施 設 計 画 第 １ ５ 係

施 設 計 画 第 １ ６ 係

施 設 計 画 第 １ ７ 係

施 設 計 画 第 １ ８ 係
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施 設 計 画 第 １ ９ 係

施 設 計 画 第 ２ ０ 係

施 設 計 画 第 ２ １ 係

７ 提 供 施 設 基 準 班 に 、 施 設 計 画 第 ７ 係 を 置 く 。

８ 環 境 影 響 評 価 企 画 官 は 、 提 供 施 設 計 画 官 の 命 を 受 け 、

防 衛 省 組 織 令 第 ３ ２ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な

専 門 的 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

第 ５ 章 人 事 教 育 局

（ 人 事 計 画 ・ 補 任 課 ）

第 ２ ７ 条 人 事 計 画 ・ 補 任 課 に 、 次 の ３ 室 及 び ４ 班 並 び

に 自 衛 官 人 事 調 査 分 析 官 １ 人 を 置 く 。

制 度 企 画 室

再 就 職 等 監 視 室

ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス 推 進 企 画 室

総 括 班

補 任 第 １ 班

補 任 第 ２ 班

補 任 第 ３ 班
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２ 制 度 企 画 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ４ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

人 事 の 計 画 に 関 す る こ と 。

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ４ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 務 （ ワ ー

ク ラ イ フ バ ラ ン ス 推 進 企 画 室 の 所 掌 に 属 す る も の を

除 く 。 ） 及 び 同 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 務

３ 制 度 企 画 室 に 、 制 度 企 画 班 を 置 く 。

４ 制 度 企 画 室 制 度 企 画 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

人 事 制 度 係

人 事 計 画 係

５ 再 就 職 等 監 視 室 は 、 隊 員 の 離 職 後 の 就 職 に 関 す る 規

制 、 違 反 行 為 に 関 す る 調 査 及 び 防 衛 大 臣 へ の 再 就 職 の

届 出 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

６ 再 就 職 等 監 視 室 に 、 再 就 職 等 監 視 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

７ ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス 推 進 企 画 室 は 、 次 に 掲 げ る 事

務 を つ か さ ど る 。

⑴ 防 衛 省 に お け る 女 性 職 員 活 躍 及 び ワ ー ク ラ イ フ バ

ラ ン ス の 推 進 に 関 す る こ と 。
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⑵ 防 衛 省 の 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る こ と 。

８ ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス 推 進 企 画 室 に 、 ワ ー ク ラ イ フ

バ ラ ン ス 推 進 係 を 置 く 。

９ 総 括 班 に 、 庶 務 係 を 置 く 。

１ ０ 補 任 第 １ 班 に 、 補 任 第 １ 係 を 置 く 。

１ １ 補 任 第 ３ 班 に 、 補 任 第 ３ 係 を 置 く 。

１ ２ 自 衛 官 人 事 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 自 衛

官 の 人 事 に 関 す る 政 策 の 企 画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、

高 度 の 専 門 的 な 知 識 経 験 に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す

る 事 務 に 従 事 す る 。

（ 給 与 課 ）

第 ２ ８ 条 給 与 課 に 、 災 害 補 償 室 及 び 次 の ３ 班 並 び に 給

与 調 査 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

給 与 制 度 班

企 画 班

２ 災 害 補 償 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ５ 条 第 １ 号 に 掲 げ

る 事 務 の う ち 、 災 害 補 償 制 度 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど
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る 。

３ 災 害 補 償 室 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

補 償 制 度 係

補 償 審 査 係

４ 総 括 班 に 、 給 与 調 査 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

５ 給 与 制 度 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

給 与 制 度 第 １ 係

給 与 制 度 第 ２ 係

６ 給 与 調 査 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３

５ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い

て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事

務 を 総 括 す る 。

（ 人 材 育 成 課 ）

第 ２ ９ 条 人 材 育 成 課 に 、 次 の ４ 室 及 び ２ 班 を 置 く 。

人 材 育 成 室

人 材 確 保 推 進 室

援 護 企 画 室

予 備 自 衛 官 室
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総 括 班

企 画 調 整 班

２ 人 材 育 成 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ６ 条 第 １ 号 、 第 ５

号 （ 外 国 人 に 対 す る 教 育 訓 練 の 受 託 及 び 実 施 の 基 本 に

関 す る こ と を 除 く 。 ） 及 び 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 務 に 関 す

る 企 画 及 び 立 案 並 び に 関 係 機 関 と の 調 整 に 関 す る 事 務

を つ か さ ど る 。

３ 人 材 確 保 推 進 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ６ 条 第 ２ 号 に

掲 げ る 事 務 に 関 す る 企 画 及 び 立 案 並 び に 関 係 機 関 と の

調 整 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

４ 援 護 企 画 室 は 、 防 衛 省 の 職 員 の 再 就 職 に 対 す る 援 護

に 関 す る 基 本 的 事 項 に つ い て の 企 画 及 び 立 案 並 び に 関

係 機 関 と の 調 整 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

５ 援 護 企 画 室 に 、 援 護 統 計 係 を 置 く 。

６ 予 備 自 衛 官 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ６ 条 第 ３ 号 に 掲

げ る 事 務 に 関 す る 企 画 及 び 立 案 並 び に 関 係 機 関 と の 調

整 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

７ 予 備 自 衛 官 室 に 、 制 度 係 を 置 く 。
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（ 厚 生 課 ）

第 ３ ０ 条 厚 生 課 に 、 宿 舎 企 画 室 及 び 次 の ３ 班 並 び に 福

利 厚 生 調 整 官 １ 人 及 び 共 済 調 査 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

厚 生 企 画 班

共 済 企 画 班

２ 宿 舎 企 画 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ７ 条 第 ３ 号 に 掲 げ

る 事 務 を つ か さ ど る 。

３ 宿 舎 企 画 室 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

宿 舎 計 画 係

宿 舎 予 算 係

４ 厚 生 企 画 班 に 、 厚 生 係 及 び 家 族 支 援 専 門 官 １ 人 を 置

く 。

５ 共 済 企 画 班 に 、 共 済 組 合 本 部 集 中 化 準 備 係 を 置 く 。

６ 福 利 厚 生 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令

第 ３ ７ 条 第 １ 号 、 第 ２ 号 及 び 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 務 の う

ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画 及 び 立 案

に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事 務 を 総 括 す る 。
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７ 共 済 調 査 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３

７ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 運 営 に 関 す る 調 査 そ

の 他 の 防 衛 省 共 済 組 合 に つ い て の 重 要 な 専 門 的 事 項 に

関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

（ 服 務 管 理 官 ）

第 ３ １ 条 服 務 管 理 官 の 下 に 、 服 務 制 度 企 画 室 及 び 総 括

班 を 置 く 。

２ 服 務 制 度 企 画 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ８ 条 第 １ 号 及

び 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

３ 服 務 制 度 企 画 室 に 、 服 務 調 整 班 及 び ハ ラ ス メ ン ト 対

策 係 並 び に 倫 理 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

４ 総 括 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

栄 典 係

表 彰 係

（ 衛 生 官 ）

第 ３ ２ 条 衛 生 官 の 下 に 、 次 の ２ 室 及 び ２ 班 並 び に 医 務

係 並 び に 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

衛 生 企 画 室
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医 務 室

総 括 班

自 衛 隊 衛 生 班

２ 衛 生 企 画 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ９ 条 に 規 定 す る

事 務 に 関 す る 企 画 及 び 立 案 並 び に 関 係 機 関 と の 調 整

に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

３ 医 務 室 の 職 制 及 び 所 掌 事 務 に つ い て は 、 防 衛 省 庁 舎

医 務 室 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ １ 年 防 衛 庁 訓 令 第 １ ４ 号

） の 定 め る と こ ろ に よ る 。

４ 医 務 室 に 、 医 務 管 理 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

５ 企 画 官 は 、 衛 生 官 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ３ ９

条 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て の

調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

第 ６ 章 地 方 協 力 局

（ 総 務 課 ）

第 ３ ３ 条 総 務 課 に 、 次 の ６ 班 及 び ２ 係 並 び に 企 画 官 ３

人 を 置 く 。

総 務 班
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総 括 班

法 規 班

予 算 班

組 織 ・ 人 事 班

要 請 対 応 班

政 策 第 １ 係

政 策 第 ２ 係

２ 総 務 班 に 、 総 務 係 を 置 く 。

３ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

４ 法 規 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

法 規 ・ 統 計 係

再 編 調 整 係

５ 予 算 班 に 、 次 の ３ 係 を 置 く 。

予 算 総 括 係

Ｈ Ｎ Ｓ 予 算 係

再 編 等 予 算 係

６ 組 織 ・ 人 事 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

機 構 定 員 係
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人 事 係

７ 要 請 対 応 班 に 、 地 方 協 力 係 を 置 く 。

１ ０ 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４ １

条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の 調 査 、

企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

（ 地 域 社 会 協 力 総 括 課 ）

第 ３ ４ 条 地 域 社 会 協 力 総 括 課 に 、 次 の ８ 班 並 び に 地 域

政 策 調 査 分 析 官 １ 人 、 沖 縄 地 域 政 策 調 査 分 析 官 １ 人 、

企 画 調 整 官 １ 人 、 周 辺 対 策 調 整 官 １ 人 、 防 音 対 策 調 整

官 １ 人 及 び 企 画 官 １ 人 を 置 く 。

総 括 班

地 方 協 力 確 保 班

政 策 企 画 班

施 設 対 策 班

交 付 金 班

一 般 防 音 班

住 宅 防 音 班

移 設 整 備 班
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２ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

３ 地 方 協 力 確 保 班 に 、 企 画 係 を 置 く 。

４ 政 策 企 画 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

政 策 企 画 第 １ 係

政 策 企 画 第 ２ 係

５ 交 付 金 班 に 、 調 整 交 付 金 係 を 置 く 。

６ 住 宅 防 音 班 に 、 次 の ４ 係 及 び 技 術 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

住 宅 防 音 第 ２ 係

砲 撃 音 防 音 係

住 宅 防 音 調 査 係

事 業 管 理 係

７ 移 設 整 備 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

移 転 調 整 第 １ 係

移 転 調 整 第 ２ 係

８ 地 域 政 策 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組

織 令 第 ９ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 務 に 関 す る 政 策 の 企 画 及

び 立 案 を 支 援 す る た め 、 高 度 の 専 門 的 な 知 識 経 験 に 基

づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 （ 沖 縄 地 域 政 策 調 査 分
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析 官 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） に 従 事 す る 。

９ 沖 縄 地 域 政 策 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛

省 組 織 令 第 ９ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 務 に 関 す る 政 策 の 企

画 及 び 立 案 を 支 援 す る た め 、 高 度 の 専 門 的 な 知 識 経 験

に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 に 関 す る 事 務 で あ っ て 沖 縄 県 の

区 域 に 関 す る も の に 従 事 す る 。

１ ０ 企 画 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第

４ ２ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の

調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事 務 に

関 す る 調 整 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

１ １ 周 辺 対 策 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織

令 第 ４ ２ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る 事 務 （

第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 に あ っ て は 、 防 音 対 策

調 整 官 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） に つ い て の 重 要

な 専 門 的 事 項 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ２ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

防 衛 施 設 周 辺 の 生 活 環 境 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 ４ ９ 年 法 律 第 １ ０ １ 号 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お
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い て 「 防 衛 施 設 周 辺 環 境 整 備 法 」 と い う 。 ） 第 ３ 条

第 １ 項 及 び 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 措 置 に 関 す る こ と 。

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ２ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

防 衛 施 設 周 辺 環 境 整 備 法 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

措 置 に 関 す る こ と 。

⑶ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ２ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 務

⑷ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ２ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 務

１ ２ 防 音 対 策 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織

令 第 ４ ２ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る 事 務 に

つ い て の 重 要 な 専 門 的 事 項 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ２ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

防 衛 施 設 周 辺 環 境 整 備 法 第 ３ 条 第 ２ 項 、 第 ４ 条 、 第

５ 条 及 び 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 措 置 （ 同 条 の 規 定 に よ

る 措 置 に あ っ て は 、 音 響 に 起 因 す る 障 害 の 緩 和 に 資

す る た め に 整 備 さ れ る 施 設 （ 主 な 部 分 が 建 物 で あ る

も の に 限 る 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） に 関 す る こ と 。

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ２ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 務

⑶ 自 衛 隊 の 施 設 若 し く は 駐 留 軍 の 使 用 に 供 す る 施 設
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及 び 区 域 の 設 置 若 し く は 運 用 に よ り 生 ず る 音 響 に 起

因 す る 障 害 を 防 止 し 、 又 は 軽 減 す る た め 、 当 該 自 衛

隊 の 施 設 又 は 駐 留 軍 の 使 用 に 供 す る 施 設 及 び 区 域 の

周 辺 に お い て 防 衛 省 が 行 う 特 別 の 措 置 の う ち 、 第 １

号 の 措 置 に 準 ず る も の に 関 す る こ と 。

１ ３ 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ２

条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て

の 調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

（ 東 日 本 協 力 課 ）

第 ３ ５ 条 東 日 本 協 力 課 に 、 次 の ３ 班 及 び 企 画 調 整 官 １

人 を 置 く 。

総 括 班

北 海 道 ・ 東 北 班

関 東 班

２ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

３ 北 海 道 ・ 東 北 班 に 、 企 画 調 整 係 を 置 く 。

４ 企 画 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４

３ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の 調
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査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事 務 に 関

す る 調 整 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

（ 西 日 本 協 力 課 ）

第 ３ ６ 条 西 日 本 協 力 課 に 、 次 の ３ 班 及 び 企 画 官 を 置 く 。

総 括 班

近 中 ・ 中 四 班

九 州 班

２ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

３ 九 州 班 に 、 企 画 調 整 係 を 置 く 。

４ 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ４ 条

に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て の

調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

（ 沖 縄 協 力 課 ）

第 ３ ７ 条 沖 縄 協 力 課 に 、 再 編 推 進 室 及 び 次 の ２ 班 並 び

に 沖 縄 連 絡 調 整 企 画 官 １ 人 及 び 総 括 企 画 専 門 官 ２ 人 を

置 く 。

総 括 班

沖 縄 対 策 班
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２ 再 編 推 進 室 は 、 防 衛 省 設 置 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １

６ ４ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 及 び 第 １ ９ 号 に 掲 げ る

事 務 に つ い て 地 方 公 共 団 体 及 び 地 域 住 民 の 理 解 及 び 協

力 を 確 保 す る た め の 沖 縄 県 の 区 域 の こ れ ら の 者 と の 連

絡 調 整 に 関 す る 事 務 の う ち 、 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国

と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 に 基 づ い て 日 本 国

に あ る ア メ リ カ 合 衆 国 の 軍 隊 （ 第 ３ ６ 条 に お い て 「 在

日 米 軍 」 と い う 。 ） の 再 編 の 実 施 に 関 す る 事 務 を つ か

さ ど る 。

３ 再 編 推 進 室 に 、 次 の ３ 班 を 置 く 。

普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 班

米 軍 再 編 班

那 覇 港 湾 施 設 代 替 施 設 建 設 事 業 班

４ 再 編 推 進 室 普 天 間 飛 行 場 代 替 施 設 建 設 事 業 班 に 、 次

の ２ 係 を 置 く 。

再 編 推 進 第 ２ 係

再 編 推 進 第 ３ 係

５ 再 編 推 進 室 米 軍 再 編 班 に 、 次 の ２ 係 及 び 再 編 推 進 専
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門 官 ２ 人 を 置 く 。

再 編 推 進 第 １ 係

再 編 推 進 第 ２ 係

６ 再 編 推 進 室 那 覇 港 湾 施 設 代 替 施 設 建 設 事 業 班 に 、 再

編 推 進 係 を 置 く 。

７ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

８ 沖 縄 連 絡 調 整 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組

織 令 第 ４ ５ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 普 天 間 飛 行 場 の

移 設 に 関 す る 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て の 調 査 、 企 画

及 び 立 案 に 参 画 す る 。

（ 環 境 政 策 課 ）

第 ３ ８ 条 環 境 政 策 課 に 、 次 の ２ 室 及 び ４ 班 並 び に 企 画

調 整 官 １ 人 、 環 境 対 策 調 整 官 １ 人 、 情 報 調 整 官 １ 人 及

び 総 括 企 画 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

用 地 取 得 室

提 供 ・ 返 還 室

総 括 班

環 境 保 全 班
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エ ネ ル ギ ー 班

分 析 評 価 班

２ 用 地 取 得 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ６ 条 第 ３ 号 及 び 第 ５ 号 に 掲 げ る

事 務

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ６ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

施 設 及 び 区 域 の 取 得 に 関 す る こ と 。

⑶ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ６ 条 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

不 動 産 及 び 備 品 の 調 達 に 関 す る こ と 。

３ 用 地 取 得 室 に 、 用 地 取 得 班 を 置 く 。

４ 用 地 取 得 室 用 地 取 得 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

取 得 係

用 地 調 整 係

５ 提 供 ・ 返 還 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ６ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、

施 設 及 び 区 域 の 提 供 及 び 返 還 に 関 す る こ と 。

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ６ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 務

６ 提 供 ・ 返 還 室 に 、 次 の ２ 班 を 置 く 。
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提 供 ・ 緑 化 班

返 還 対 策 班

７ 提 供 ・ 返 還 室 提 供 ・ 緑 化 班 に 、 提 供 管 理 係 を 置 く 。

８ 総 括 班 に 、 管 理 総 括 係 を 置 く 。

９ 環 境 保 全 班 に 、 環 境 保 全 第 １ 係 を 置 く 。

１ ０ エ ネ ル ギ ー 班 に 、 エ ネ ル ギ ー 係 を 置 く 。

１ １ 企 画 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第

４ ６ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の

調 査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事 務 に

関 す る 調 整 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

１ ２ 環 境 対 策 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織

令 第 ４ ６ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 環 境 の 保 全 に 関 す

る 重 要 な 専 門 的 事 項 （ 情 報 調 整 官 の 所 掌 に 属 す る も の

を 除 く 。 ） に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

１ ３ 情 報 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第

４ ６ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る 事 務 に つ い

て の 重 要 な 専 門 的 事 項 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

⑴ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ６ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち 、
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環 境 の 保 全 に 関 す る 情 報 の 収 集 及 び 整 理 に 関 す る こ

と 。

⑵ 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ６ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 務

（ 在 日 米 軍 協 力 課 ）

第 ３ ９ 条 在 日 米 軍 協 力 課 に 、 施 設 補 償 ・ 賠 償 室 、 ６ 班

及 び 移 設 整 備 計 画 第 ２ 係 並 び に 企 画 調 整 官 １ 人 、 渉 外

調 整 官 １ 人 、 整 備 調 整 官 １ 人 及 び 総 括 企 画 専 門 官 １ 人

を 置 く 。

施 設 補 償 ・ 賠 償 室

総 括 班

渉 外 班

提 供 施 設 整 備 班

運 用 総 括 班

安 全 対 策 班

訓 練 協 力 班

２ 施 設 補 償 ・ 賠 償 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ７ 条 第 ４ 号

か ら 第 １ ４ 号 ま で に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

３ 施 設 補 償 ・ 賠 償 室 に 、 施 設 補 償 ・ 賠 償 班 を 置 く 。
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４ 施 設 補 償 ・ 賠 償 室 施 設 補 償 ・ 賠 償 班 に 、 次 の ３ 係 を

置 く 。

事 故 補 償 第 ２ 係

漁 業 補 償 第 １ 係

漁 業 補 償 第 ２ 係

５ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

６ 提 供 施 設 整 備 班 に 、 次 の ２ 係 を 置 く 。

整 備 計 画 第 ３ 係

整 備 工 事 係

７ 安 全 対 策 班 に 、 安 全 対 策 係 を 置 く 。

８ 訓 練 協 力 班 に 、 調 達 協 力 係 及 び 訓 練 協 力 主 任 １ 人 を

置 く 。

９ 企 画 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４

７ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 事 項 に つ い て の 調

査 、 企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る と と も に 、 当 該 事 務 に 関

す る 調 整 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

１ ０ 渉 外 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第

４ ７ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 在 日 米 軍 と の 総 合 的 な
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連 絡 調 整 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

１ １ 整 備 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第

４ ７ 条 第 １ ５ 号 に 掲 げ る 事 務 に つ い て の 重 要 な 専 門 的

事 項 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

（ 労 務 管 理 課 ）

第 ４ ０ 条 労 務 管 理 課 に 、 安 全 衛 生 室 及 び 次 の ６ 係 並 び

に 課 長 補 佐 ５ 人 、 労 務 管 理 問 題 調 査 分 析 官 １ 人 、 企 画

官 １ 人 、 労 務 渉 外 官 １ 人 、 労 務 調 整 官 １ 人 及 び 労 務 対

策 調 査 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

労 務 総 括 係

組 合 係

渉 外 係

雇 用 管 理 係

離 職 対 策 係

給 与 係

２ 安 全 衛 生 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ８ 条 に 規 定 す る 者

に つ い て の 安 全 衛 生 そ の 他 の 福 利 厚 生 に 関 す る 事 務 （

離 職 対 策 に 関 す る 事 務 を 除 く 。 ） を つ か さ ど る 。
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３ 安 全 衛 生 室 に 、 次 の ２ 係 並 び に 室 長 補 佐 ２ 人 及 び 安

全 衛 生 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

安 全 衛 生 第 １ 係

安 全 衛 生 第 ２ 係

４ 労 務 管 理 問 題 調 査 分 析 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 高 度

の 専 門 的 な 知 識 経 験 に 基 づ く 調 査 及 び 研 究 を 行 う こ と

に よ り 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ８ 条 に 規 定 す る 事 務 に 関 す

る 政 策 の 企 画 及 び 立 案 を 支 援 す る 。

５ 企 画 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４ ８ 条

に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に つ い て の

企 画 及 び 立 案 に 参 画 す る 。

６ 労 務 渉 外 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４

８ 条 に 規 定 す る 事 務 に 関 し 、 同 条 に 規 定 す る 駐 留 軍 等

又 は 諸 機 関 と の 連 絡 又 は 交 渉 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 。

７ 労 務 調 整 官 は 、 課 長 の 命 を 受 け 、 防 衛 省 組 織 令 第 ４

８ 条 に 規 定 す る 事 務 の う ち 、 重 要 な 専 門 的 事 項 に 関 す

る 事 務 を 総 括 す る 。

第 ７ 章 室 長 等
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（ 室 長 ）

第 ４ １ 条 室 に 室 長 を 置 く 。

２ 室 長 は 、 そ の 所 属 す る 各 課 の 課 長 又 は 訟 務 管 理 官 等

の 命 を 受 け 、 室 に 分 掌 さ れ た 室 務 を 掌 理 す る 。

（ 班 及 び 班 長 ）

第 ４ ２ 条 班 の 所 掌 事 務 に つ い て は 、 当 該 班 が 置 か れ る

各 課 の 課 長 又 は 訟 務 管 理 官 等 が そ の 所 属 す る 大 臣 官 房

又 は 局 の 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 。

２ 班 に 班 長 を 置 く 。

３ 班 長 は 、 そ の 所 属 す る 各 課 の 課 長 、 訟 務 管 理 官 等 又

は 室 の 室 長 の 命 を 受 け 、 班 に 分 掌 さ れ た 班 務 を 掌 理 す

る 。

（ 係 及 び 係 長 ）

第 ４ ３ 条 係 の 所 掌 事 務 に つ い て は 、 当 該 係 が 置 か れ る

各 課 の 課 長 又 は 訟 務 管 理 官 等 が そ の 所 属 す る 大 臣 官 房

又 は 局 の 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 。

２ 係 に 係 長 を 置 く 。

３ 係 長 は 、 そ の 所 属 す る 各 課 の 課 長 、 訟 務 管 理 官 等 、
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室 の 室 長 、 班 の 班 長 又 は 図 書 館 長 の 命 を 受 け 、 係 に 分

掌 さ れ た 事 務 を 掌 理 す る 。

（ 車 庫 及 び 車 庫 長 等 ）

第 ４ ４ 条 車 庫 及 び 組 の 所 掌 事 務 に つ い て は 、 会 計 課 長

が 大 臣 官 房 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 。

２ 車 庫 に 車 庫 長 及 び 副 車 庫 長 ２ 人 を 置 く 。

３ 組 に 組 長 を 置 く 。

４ 車 庫 長 及 び 組 長 は 、 会 計 課 長 の 命 を 受 け 、 庫 務 又 は

組 に 分 掌 さ れ た 事 務 を 掌 理 す る 。

５ 副 車 庫 長 は 、 車 庫 長 を 助 け 、 庫 務 を 整 理 す る 。

（ 補 佐 等 ）

第 ４ ５ 条 補 佐 、 専 門 官 （ 首 席 周 辺 対 策 計 画 専 門 官 を 除

く 。 ） 、 翻 訳 官 、 主 任 及 び 副 官 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 補 佐 等 」 と い う 。 ） の 所 掌 事 務 に つ い て は 、 当 該 補

佐 等 の 所 属 す る 各 課 の 課 長 、 訟 務 管 理 官 等 又 は 室 の 室

長 若 し く は 図 書 館 長 （ 室 長 又 は 図 書 館 長 に あ っ て は 、

そ の 室 又 は 図 書 館 に 所 属 す る 補 佐 の 所 掌 事 務 に つ い て

定 め る 場 合 に 限 る 。 ） が そ の 所 属 す る 大 臣 官 房 又 は 局
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の 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 。

２ 補 佐 等 は 、 そ の 所 属 す る 各 課 の 課 長 、 訟 務 管 理 官 等 、

室 の 室 長 、 班 の 班 長 又 は 図 書 館 長 の 命 を 受 け 、 分 掌 さ

れ た 事 務 に 従 事 す る 。

第 ８ 章 雑 則

（ 委 任 規 定 ）

第 ４ ６ 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 各 課 の 内 部 組

織 及 び 訟 務 管 理 官 等 の 監 督 の 下 に 置 か れ る 職 の 職 制 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 官 房 長 が 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 大 臣 官 房 企 画 官 の 設 置 期 間 の 特 例 ）

第 ２ 条 第 ３ 条 第 １ 項 の 企 画 官 の う ち １ 人 は 、 令 和 １ ３

年 ３ 月 ３ １ 日 ま で 置 か れ る も の と す る 。

（ 大 臣 官 房 会 計 課 の 内 部 組 織 に つ い て の 読 替 え ）

第 ３ 条 大 臣 官 房 会 計 課 に 係 る 規 定 に つ い て は 、 当 分 の

間 、 第 ８ 条 第 ６ 項 の 規 定 は 、 次 の と お り と す る 。
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６ 総 括 班 に 、 総 括 係 及 び 調 整 主 任 １ 人 を 置 く 。

（ 防 衛 政 策 局 日 米 防 衛 協 力 課 の 内 部 組 織 に つ い て の 読 替

え ）

第 ４ 条 防 衛 政 策 局 日 米 防 衛 協 力 課 に 係 る 規 定 に つ い て

は 、 当 分 の 間 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 次 の と お り

と す る 。

２ 総 括 班 に 、 総 括 係 を 置 く 。

（ 地 方 協 力 局 地 域 社 会 協 力 総 括 課 の 内 部 組 織 に つ い て

の 特 例 ）

第 ５ 条 地 方 協 力 局 地 域 社 会 協 力 総 括 課 交 付 金 班 に 、 駐

留 軍 等 の 再 編 の 円 滑 な 実 施 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成

１ ９ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ６ 条 の 規 定 が 効 力 を 有 す る 間 、

再 編 交 付 金 専 門 官 １ 人 を 置 く 。

（ 地 方 協 力 局 環 境 政 策 課 の 内 部 組 織 に つ い て の 特 例 ）

第 ６ 条 地 方 協 力 局 環 境 政 策 課 提 供 ・ 返 還 室 は 、 第 ３ ８

条 第 ５ 項 に 掲 げ る 事 務 の ほ か 、 防 衛 省 組 織 令 附 則 第 １

２ 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に
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掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

（ 地 方 協 力 局 在 日 米 軍 協 力 課 の 内 部 組 織 に つ い て の 特

例 ）

第 ７ 条 地 方 協 力 局 在 日 米 軍 協 力 課 に 、 当 分 の 間 、 グ ア

ム 移 転 事 業 室 を 置 く 。

２ グ ア ム 移 転 事 業 室 は 、 防 衛 省 組 織 令 附 則 第 １ ３ 項 に

掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。

３ グ ア ム 移 転 事 業 室 に 、 次 の ９ 係 を 置 く 。

総 括 係

企 画 係

国 会 係

事 業 計 画 第 １ 係

事 業 計 画 第 ２ 係

事 業 計 画 第 ３ 係

資 金 移 転 係

会 計 監 査 係

渉 外 係

附 則 （ 平 成 20年 3月 31日 省 訓 第 27号 ）
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（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 20年 6月 27日 省 訓 第 40号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 20年 12月 26日 省 訓 第 55号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 21年 3月 27日 省 訓 第 22号 ） （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た

だ し 、 第 １ ５ 条 及 び 第 ２ ９ 条 の 改 正 規 定 は 、 同 年 ７ 月

１ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 21年 7月 29日 省 訓 第 48号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ １ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 21年 10月 22日 省 訓 第 60号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 22年 3月 25日 省 訓 第 8号 ） （ 抄 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 22年 4月 1日 省 訓 第 15号 ）
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こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 22年 6月 30日 省 訓 第 29号 ） （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 23年 4月 1日 省 訓 第 16号 ） （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 24年 4月 6日 省 訓 第 15号 ） （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 24年 7月 11日 省 訓 第 26号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ４ 年 ７ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 25年 5月 16日 省 訓 第 33号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 26年 3月 24日 省 訓 第 10号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 26年 3月 31日 省 訓 第 22号 ） （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）
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１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 26年 7月 24日 省 訓 第 40号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 26年 7月 31日 省 訓 第 60号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 27年 3月 30日 省 訓 第 ９ 号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 27年 4月 10日 省 訓 第 20号 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 27年 10月 1日 省 訓 第 39号 ） （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す

る 。

附 則 （ 平 成 28年 1月 29日 省 訓 第 ３ 号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 28年 3月 31日 省 訓 第 34号 ） （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



- 73 -

附 則 （ 平 成 28年 3月 31日 省 訓 第 37号 ）

こ の 訓 令 は 、 内 閣 の 重 要 政 策 に 関 す る 総 合 調 整 等 に 関

す る 機 能 の 強 化 の た め の 国 家 行 政 組 織 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 の 施 行 の 日 （ 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 ） か ら 施 行

す る 。

附 則 （ 平 成 28年 9月 7日 省 訓 第 54号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 29年 3月 31日 省 訓 第 28号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ

し 、 第 ２ 条 の 規 定 （ 俸 給 の 特 別 調 整 額 に 関 す る 訓 令 別 表

「

地方隊直 艦長 ４種
ルの改正規定中

轄艦艇 艇長

」

「

地方隊直 艦長 ３種
を に改める部分

轄艦

」

に 限 る 。 ） は 、 同 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 29年 8月 9日 省 訓 第 50号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。
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附 則 （ 平 成 30年 3月 30日 省 訓 第 26号 ） （ 抄 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 30年 12月 27日 省 訓 第 47号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ３ １ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 31年 3月 29日 省 訓 第 18号 ）

こ の 訓 令 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 2年 3月 30日 省 訓 第 19号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 2年 6月 29日 省 訓 第 37号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 2年 6月 30日 省 訓 第 44号 ）

こ の 訓 令 は 、 防 衛 省 本 省 の 部 局 等 に お い て 使 用 す る 公

印 に 関 す る 訓 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 の 施 行 の 日 （ 令

和 ２ 年 ７ 月 １ 日 ） か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 3年 3月 31日 省 訓 第 18号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 3年 6月 30日 省 訓 第 32号 ）
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こ の 訓 令 は 、 令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 3年 8月 31日 省 訓 第 52号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 4年 3月 31日 省 訓 第 43号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 4年 5月 30日 省 訓 第 54号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 5年 3月 31日 省 訓 第 38号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 5年 6月 29日 省 訓 第 56号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 5年 7月 27日 省 訓 第 74号 ）

こ の 訓 令 は 、 日 本 国 の 自 衛 隊 と オ ー ス ト ラ リ ア 国 防 軍

と の 間 に お け る 相 互 の ア ク セ ス 及 び 協 力 の 円 滑 化 に 関 す

る 日 本 国 と オ ー ス ト ラ リ ア と の 間 の 協 定 の 実 施 に 関 す る

法 律 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

こ の 訓 令 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 6年 3月 29日 省 訓 第 50号 ）
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こ の 訓 令 は 、 令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 6年 6月 27日 省 訓 第 266号 ）


